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■保健事業内容

山九健康保険組合

内　　　　容 実　施 対　象　者 事　業　内　容　の　概　要

１.特定健康診査 随　時  被保険者･被扶養者 　４０歳～７４歳までの被保険者･被扶養者を対象に

　内臓脂肪型肥満に着目した健診

　・被保険者…定期健康診断実施の医療機関にて受診

　・被扶養者…北九州地域は西日本産業衛生会、その他

　　地域はイーウェル(委託業者)の指定医療機関で受診
　　

１.特定保健指導 随　時  被保険者･被扶養者 　特定健診の結果によって、生活習慣の改善が必要な

　方に対して保健指導を実施

　・被保険者…定期健康診断を受診した医療機関で実施

　・被扶養者…山九健保が指定する特定保健指導業者

　　にて実施
　　

１.機関誌発行 2回／年  被保険者 　｢山九けんぽ｣　春号、夏号

２.育児指導誌配布 毎月  被保険者･被扶養者 　出産時に｢赤ちゃんとママ｣誌：１年間配布

3.保健リーフ配布 4月､随時  新入社員及び中途採用者 　健康保険制度の周知･疾病予防の啓蒙
　・新入社員教育用冊子｢新入社員の健康プラン｣を配布

4.医療費情報 都度  被保険者 　医療費に対する認識向上としてマイヘルスウェブにて閲覧

5.ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品使用促進案内 都度  該当者 　ジェネリック医薬品使用案内をマイヘルスウェブにて閲覧

6.健康づくり １年  被保険者 　ペップアップを活用した歩数計による健康増進

7．レセ審査 毎月  被保険者、被扶養者ﾚｾﾌﾟﾄ 　オークス（医療費全般）、大正オーディット（柔道整復師）

8．ポスター募集 ６月  被保険者・被扶養者 　健康への意識啓発

１.生活習慣病検診 1回／年  ４０歳以上の被保険者 　定期健康診断時に受診：9,000円／人（税込み）

　＊大腸ガンを含んだ場合は、10,000円／人（税込み）

２.人間ドック 〃 　３５歳以上の被保険者及び被扶養者である配偶者を

　対象：費用の8割補助（年１回）

３.婦人検診 〃 　婦人科項目（子宮ガン、乳がん）を含む基本検診(一般

　検査、肝・腎臓、糖、脂質、心電図、胸部・胃X線等)

　の受診：18,000円／人（税込み）

　18,000円を超えた場合は、個人負担で窓口精算

　※婦人科項目（子宮ガン、乳がん）の検診は、市町村で

　　実施されている検診をご活用いただくようお願いします。

４.電話相談 24時間受付  被保険者･被扶養者 　心と体の健康・育児・介護・医療機関情報（夜間休日

　含む）に関する無料相談：年中無休

５.健康セミナー 1回／年  部･支店及び関連会社毎 　健康に関するセミナー開催に対して、80,000円／回

　（税込み）を補助

６.ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種 〃  被保険者･被扶養者 　年１回：3,000円／人（税込み）

１.契約保養所 1回／年  被保険者･被扶養者 　契約保養所の宿泊利用にあたって、事前に利用申込書を

　山九健保へ提出：3,000円／人（税込み）
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